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（１）宣言からまもなく５年                   
   「大和市認知症１万人時代条例」を制定します           
 

大和市では、平成２８年に宣言した「認知症１万人時代に備えるまち やまと」に

込めた理念をさらに発展させ、認知症とともに歩むまちを市が一丸となって目指すた

め、「大和市認知症１万人時代条例」を制定します。 

なお、認知症に特化した条例を制定するのは、県内で初となります。 

 

１）背景 

全国の認知症の人の数は、国の推計によると令和２年時点で６００万人超とされ

ており、６５歳以上の６人に１人程度が認知症であるという計算になります。 

これに基づき、大和市における認知症の人の推計数は、令和３年４月現在で約１

０，１６０人となりました。団塊の世代の全てが７５歳以上の後期高齢者となる令

和７年には、約１１，４００人まで増加すると予測しています。 

こうした状況を想定し、市では、認知症になっても安心して住み続けられるまち

づくりを推進するため、「認知症１万人時代に備えるまち やまと」宣言を、平成２

８年９月に行いました。この宣言とともに、今日まで認知症施策に積極的に取り組

んできました。 

 

２）これまでの取り組み 

当市では、平成２８年度以前から、認知症サポーター養成講座や、はいかい高齢

者等ＳＯＳネットワーク事業、認知症カフェの開催などに取り組んできました。 

宣言以降、他の自治体が実施していない分野の施策を拡大。平成２９年度には、

損害賠償の責任を負うような事態に備えた「はいかい高齢者個人賠償責任保険事

業」を、全国の自治体で初めて導入しました。また、症状の早期発見のため、タブ

レット端末を活用した認知機能検査を、県内の自治体に先駆けて導入しています。 

令和元年度には、認知症に関して迷った時の道しるべとなるよう、「認知症灯台」

と命名した認知症総合相談窓口を開設しました。 

 

３）趣旨 

認知症は、後天的な脳の障がいによって認知機能が低下することで発症します。 

令和３年に認知症の方の推計値が１万人を超えましたが、今後も増え続けること

が見込まれています。こうしたことから、今後も認知症は、自分自身やご家族が発

症することがあるだけでなく、常に身の回りで起きている病気となることが予測さ

れます。 

平成２８年の宣言から、大和市では、認知症とともに歩むまちを目指すため、こ

れまで「認知症に関する普及啓発と学習機会の確保」、「認知症の方と家族等への相

談支援」、「認知症の方の外出と社会参加の支援」、「認知症の発症と症状の進行の予

防」、「認知症に関する地域づくりと官民連携の施策」、「認知症の人による発信と参

画の機会の確保」といった施策を実施してきました。 

宣言から５年が経とうとする今、こうした施策に基づく理念などを条例化するこ
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とで、今後も安定・継続して認知症施策を実施できるようにします。また、行政だ

けでなく、大和市全体が認知症とかかわり、希望と尊厳のある豊かな地域社会を目

指します。 

 

４）条例の内容 

認知症施策の総合的な推進を図り、認知症の人とその家族等の望む希望と尊厳ある

暮らしの実現に寄与することを目的としています。条例には、基本理念のほか、市の

責務、市民や認知症の人の生活に特に関わる事業者の役割などを明記し、市が実施す

る基本的施策についても記載します。 

 

５）条例施行後の主な取り組み 

地域で暮らす認知症当事者とともに、認知症への正しい知識の普及啓発を進めてい

きます。認知症の人が自らの言葉で語り、認知症になっても希望を持って前を向いて

暮らすことができている姿を、積極的に発信できるような取り組みを実施します。 

 また、認知症サポーターなどがチームを組み、認知症の人や家族に対して早期から

生活面の支援等を行う「チームオレンジ」を地域ごとに整備して、認知症になっても

安心できる地域づくりを行います。 

 

６）施行予定 

 市議会第３回定例会に上程。議決を経て、令和３年９月中に施行予定。 

 

７）その他 

 条文案については別紙資料のとおり。 

 

 

問い合わせ：人生１００年推進課 ☎０４６－２６０－５６１２へ 
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（２）大和市の新型コロナウイルスワクチン接種への取り組み       
   と市内の感染状況                       
 

大和市の新型コロナウイルスワクチン接種への取り組みと市内の感染状況をお知

らせします。 

 

１）ワクチン接種への取り組み―これまで 

大和市では、今年１月に専門部署となる「新型コロナウイルスワクチン接種担

当」を開設し、市民の皆様へのワクチン接種の対応に当たってきました。 

接種体制については「集団接種」と「個別接種」に加え、大和市の地域特性や接

種状況に合わせて柔軟に会場を設営する「別動隊」を設け、送付する接種券につい

ても、ご自宅で保管しやすく、かつできるだけ目につくような、「ワクチン封筒」

と名付けた専用封筒を用意しました。 

新型コロナウイルスを取り巻く状況は、千変万化し続けており、こうした状況に

おいて重要なのが情報です。大和市では、これまでもさまざまな手法で情報提供に

努めてまいりましたが、コロナの問題はよりタイムリーにお知らせが届くよう、ち

らしを作成して全戸配布を行っております。昨年度は６回、今年度に入ってからは

ワクチンに関するお知らせを中心に、すでに５回実施しています。このちらしの情

報は、他の自治体には見られない大和の特徴である、市内２４４か所に設置した

「市政情報ＰＲボード」という掲示板にも、ポスター形式で掲示しています。 

令和３年４月から始まったワクチン接種は、まずは特別養護老人ホームなどの入

所者を対象にスタートし、５月からは、集団接種と個別接種を開始しました。５月

１８日には市立病院で歯科口腔外科に勤務する歯科医師により、全国で初めての歯

科医師による新型コロナワクチン接種を実施し、その後、同医師は別動隊に参加す

ることとなります。別動隊の動きとしては、高齢化率の高い大規模団地２か所での

接種や、大和スポーツセンターで保育所、幼稚園、小・中学校の先生などを対象と

した接種を行っています。 

 

２）ワクチン接種への取り組み―これから 

当市では最も多い時で７か所の集団接種会場を設け接種に当たり、職員配置もそ

れに合わせて変更するなどしてきましたが、今後も引き続き、状況に合わせた柔軟

な対応をしていきたいと考えます。 

７月に入り、ワクチン供給量が減少したことに加え、その後の供給見通しも不明

瞭であったことから、７月末より集団接種会場を２か所に集約していましたが、そ

の後、徐々に供給量の増加が明らかになったことから、８月２１日より、集団接種

会場を３か所（大和市保健福祉センター、大和市市民交流拠点ポラリス、大和スポ

ーツセンター）に再拡大しています。 

また、別動隊の動きとして、外国人の方を対象にした集団接種を計画していま

す。大和市国際化協会がある大和市市民活動拠点ベテルギウスを会場に、外国語通

訳者を配置し、９月下旬の実施を予定しています。 
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３）接種券の対象者数と発送日（予定含む） 

 現在、デルタ株の感染が最も拡大している東京都の状況によると、重症者の６０％

が４０～５０歳代となっています。大和市では、スムーズに接種が進むよう、年齢別

に接種券を発送し、到着と同時に予約可能な状況となっています。３０歳以上の方に

は、すでに接種券を発送しており、予約と接種が進んでいるところです。 
 

接種券の対象者数と発送日（予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
４）ワクチン接種の効果 

昨年の４月から今年の６月までの間に、年代の判明している陽性者数は１，７５９

人となりますが、このうち６０歳以上の方は３４６人で、全体の１９．７％です。対

して、７月の陽性者数は３８２人で、このうち６０歳以上の方は９人と、割合で見る

と１９．７％から２．４％と、大幅に減少しました。 

年代別感染者数と割合 

R2.4 

～ 

R3.6 

 
10 代 

未満 
10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 

以上 

60 歳 

以上 

の方 

人
数 

59 119 428 284 259 264 112 117 117 346 

割
合
（％
） 

3.4 6.7 24.3 16.1 14.7 15.0 6.4 6.7 6.7 19.7 

R3.7 

人
数 

27 49 107 79 73 38 7 1 1 9 

割
合 

7.1 12.8 28.0 20.7 19.1 9.9 1.8 0.3 0.3 2.4 

 

 

年齢区分 接種対象者数 
接種券発送日 

（順次発送・到着） 

５９歳～５５歳 １５，９１０人 ７月２１日 

５４歳～５０歳 １９，８２３人 ７月３０日 

４９歳～４５歳 ２０，９２０人 ８月１０日 

４４歳～３０歳 ４７，５８２人 ８月１７日 

２９歳～１８歳 ３１，６４８人 ８月２４日 

１７歳以下 １２，０６０人 ８月３１日 
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５）職員の派遣 

 大和市を所管する神奈川県の厚木保健福祉事務所大和センターの業務が、大変ひっ

迫しているとの話があったため、市では、職員の派遣を再度決定し、本日の８月２４

日から、保健師１名、事務職員２名が業務に従事しています。第３波が到来した今年

１月にも、市独自で保健師と事務職員を派遣しましたが、感染症対策に直接的な権限

を有する神奈川県に職員を派遣し、支援することは、大和市民の命を守ることにつな

がります。 

派遣先：厚木保健福祉事務所大和センター 

派遣期間：８月２４日～９月３０日 

派遣職員：保健師１名、事務職員２名（計３名） 
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（３）妊婦とそのご家族にワクチンの優先接種を開始            
 

大和市は、妊婦とそのご家族を対象に、新型コロナウイルスワクチンの優先接種を

開始します。 

 

１）背景 

当市では、これまで新型コロナウイルス感染症に罹患した場合に重症化リスクが

高くなる高齢者や、基礎疾患をお持ちの方等に対し、優先的にワクチン接種ができ

るよう対応してきました。 

こうした中、先般、千葉県で自宅療養していた妊婦が早産となり、赤ちゃんが亡

くなってしまうという痛ましい事故がありました。若い世代の感染が急激に拡大し

ている中、妊婦については罹患した際に受け入れられる病床数が少ないという現状

に加え、妊娠末期での罹患は特に重篤な症状が出やすいことから、妊婦を対象とし

て優先接種をすることにしました。 

 

２）優先接種の対象 

母子手帳を持つ妊婦と、接種当日に妊婦と同行できる同居の家族 

 

３）予約開始日、受付方法等 

・予約開始日：令和３年８月２５日（水）８時３０分から 

・受付方法 ：コールセンター（０４６―２６０－０９００）にて受け付け 

妊婦であることの申告で優先受付を開始し、氏名、生年月日、住所、

連絡先（電話番号）、接種券番号を伺い、接種希望の日時を選択してい

ただきます（接種希望日の前の木曜日までに連絡）。各日１２０名ま

で。受け付け後は、当日会場に来ていただき接種します。 

・接種開始日：令和３年８月２８日（土）から（毎週土、日曜日） 

・接種時間 ：午前１０時から午後７時まで（受付は午後６時３０分まで） 

・接種会場 ：大和スポーツセンター（集団接種会場） 

・持ち物  ：母子手帳のほかは、一般の接種者と同じ（接種券、予診票、身分証

明書等） 

 

４）接種方法 

 会場内に、別動隊による専用レーンを開設し、産婦人科医を配置して接種を行いま

す。 
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３ 大和市議会第３回定例会の議案                

（１） 会期日程（案） 

日 次 月  日 曜 開会時刻 会 議 の 種 類 摘   要 

第 １日 ８月３０日 月 午前９時 本  会  議 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸報告、監査報告 

議案の上程 

（説明・質疑・付託） 

第 ２日 ８月３１日 火  休     会  

第 ３日 ９月 １日 水 午前９時 環境建設常任委員会 付託案件の審査 

第 ４日 ９月 ２日 木 午前９時 文教市民経済常任委員会 付託案件の審査 

第 ５日 ９月 ３日 金 午前９時 厚生常任委員会 付託案件の審査 

第 ６日 ９月 ４日 ㊏  休     会  

第 ７日 ９月 ５日 ㊐  休     会  

第 ８日 ９月 ６日 月 午前９時 総務常任委員会 
付託案件の審査 

(質問通告書正午締切) 

第 ９日 ９月 ７日 火 

午前９時 基地対策特別委員会 

付託案件の審査 午後１時 

 

前副市長辞職等に関する

調査特別委員会 

第１０日 ９月 ８日 水  休会（委員会予備日）  

第１１日 ９月 ９日 木  休     会  

第１２日 ９月１０日 金  休     会  

第１３日 ９月１１日 ㊏  休     会  

第１４日 ９月１２日 ㊐  休     会  

第１５日 ９月１３日 月  休     会  

第１６日 ９月１４日 火  休     会  

第１７日 ９月１５日 水 午前９時 議会運営委員会  

第１８日 ９月１６日 木 午前９時 本  会  議 一般質問 

第１９日 ９月１７日 金 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２０日 ９月１８日 ㊏  休     会  

第２１日 ９月１９日 ㊐  休     会  

第２２日 ９月２０日 ㊊  休     会  

第２３日 ９月２１日 火 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２４日 ９月２２日 水 午前９時 議会運営委員会  

第２５日 ９月２３日 ㊍  休     会  



 

８ 

 

第２６日 ９月２４日 金  休     会  

第２７日 ９月２５日 ㊏  休     会  

第２８日 ９月２６日 ㊐  休     会  

第２９日 ９月２７日 月 午前９時 本  会  議 
委員長報告 

（質疑・討論・採決） 

８月２３日（月） 午前１０時  議会運営委員会  
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（２）大和市議会第３回定例会  付議事件一覧表 

 番  号 件       名 概       要 

報告第 ７号 令和２年度大和市継続費精算

報告について 

街区公園等整備事業 

（令和元年度～令和２年度） 

全体計画    １４９，６００，０００円 

実績      １３２，０２５，３００円 

比較       １７，５７４，７００円 

大野原小学校防音設備整備事業 

（令和元年度～令和２年度） 

全体計画     ８７，３７３，０００円 

実績       ７６，８８５，６００円 

比較       １０，４８７，４００円 

報告第 ８号 令和２年度大和市健全化判断

比率について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より報告するもの 

実質公債費比率           １．８％ 

将来負担比率          ３９．２％ 

報告第 ９号 令和２年度大和市資金不足比

率について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により報告するもの 

病院事業会計及び下水道事業会計について 

該当なし 

認定第 １号 令和２年度大和市一般会計歳

入歳出決算について 

歳入総額 １０６，１３５，１６２，４５３円 

歳出総額 １０２，４２７，０１８，９０１円 

認定第 ２号 令和２年度大和市国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算

について 

歳入総額  ２１，２９３，０１６，１８５円 

歳出総額  ２１，０４５，２０５，１０４円 

認定第 ３号 令和２年度大和市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算につ

いて 

歳入総額  １６，４８７，２５０，７０７円 

歳出総額  １６，０９７，２５３，２３７円 

認定第 ４号 令和２年度大和市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決

算について 

歳入総額   ３，１５７，４６６，８３６円 

歳出総額   ３，０２０，０７６，９８２円 

認定第 ５号 令和２年度大和市病院事業会

計決算について 

収益的収支決算額（税込） 

 収入   １２，２０８，０７５，７８４円 

 支出   １２，０７７，２３８，８０９円 

資本的収支決算額（税込） 

 収入    １，４３３，４３４，５００円 

 支出    １，４４０，７９６，５３０円 
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認定第 ６号 

及び 

議案第４９号 

令和２年度大和市下水道事業

会計決算及び利益の処分につ

いて 

収益的収支決算額（税込） 

 収入    ７，０９６，６１６，１８１円 

 支出    ６，４６１，３４６，９６８円 

資本的収支決算額（税込） 

 収入    ３，９４６，７５７，７８０円 

 支出    ５，３１０，５０２，２７７円 

議会の議決による処分額  

５１７，２７３，１３２円 

議案第５０号 大和市手数料条例の一部を改

正する条例について 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和３年法律第３７号）等が公

布されたことに伴い、所要の改正を行うもの 

議案第５１号 大和市認知症 1 万人時代条例

について 

認知症の人及びその家族等の望む、希望と尊厳

のある心豊かな暮らしの実現に寄与するため、

認知症施策の総合的な推進を図るもの 

議案第５２号 令和３年度大和市一般会計補

正予算（第５号） 

補正前      ８３，９７２，０４３千円 

補正額         １４８，３３７千円 

補正後      ８４，１２０，３８０千円 

議案第５３号 令和３年度大和市介護保険事

業特別会計補正予算（第１号） 

補正前      １７，５８２，２８０千円 

補正額          ２６，２１３千円 

補正後      １７，６０８，４９３千円 

議案第５４号 令和３年度大和市病院事業会

計補正予算（第１号） 

（収益的収入） 

補正前      １２，２６７，６３７千円 

補正額          ５１，９００千円 

補正後      １２，３１９，５３７千円 

（収益的支出） 

補正前      １２，８３０，４５１千円 

補正額          １０，９４５千円 

補正後      １２，８４１，３９６千円 

（資本的収入） 

補正前         ５９０，１５０千円 

補正額         １５８，３４１千円 

補正後         ７４８，４９１千円 

（資本的支出） 

補正前       １，２９３，０１９千円 

補正額         １５８，３４１千円 

補正後       １，４５１，３６０千円 

〇追加予定議案 

＜最終日：９月２７日予定＞ 

  議案２件 教育委員会教育長の任命について（１名） 

       教育委員会委員の任命について（１名） 

問い合わせ：総務課 ☎０４６－２６０－５３５４へ 



 

１１ 

 

４ 令和３年８月補正予算案の概要               

 

一般会計（５号補正）                             

一般会計の補正予算（第５号）では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

固定資産（土地）評価事務や病院事業会計負担金の増額補正などを行います。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

一般会計 ８３，９７２，０４３ ＋１４８，３３７ ８４，１２０，３８０ 

 

2）補正予算案の内容 

 

【歳出の補正】 

○ 固定資産（土地）評価事務             ＋５，５００千円 

新型コロナウイルス感染症対策の観点から、法務局で発行される登記済通知書

等をオンラインで受理できるよう、システム構築経費を増額します。 

○ 病院事業会計負担金等               ＋１４２，８３７千円 

病院事業会計の負担金を増額します。 

○ 職員給与費の調整 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る人員増に伴い、職員給与費の調整を行

います。 

（内訳） 

衛生費   ＋１０３，２１０千円 

総務費    △５５，５４０千円 

民生費    △２３，８３０千円 

土木費    △１１，９２０千円 

教育費    △１１，９２０千円    計  ０千円 

                     

【歳入の補正】 

○ 国庫支出金                     ＋１４８，３３７千円 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   

                          ＋１４８，３３７千円 

 

 

 

 

 

 

 



 

１２ 

 

介護保険事業特別会計（１号補正）                            

介護保険事業特別会計の補正予算（第１号）では、令和２年度に交付を受けた介護

給付費交付金等の超過交付額の返還に伴い、必要な経費を増額補正します。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

介護保険事

業特別会計 
１７，５８２，２８０ ＋２６，２１３ １７，６０８，４９３ 

 

2）補正予算案の内容 

 

【歳出の補正】 

○ 償還金管理事務                   ＋２６，２１３千円 

 

【歳入の補正】 

○ 繰越金                       ＋２６，２１３千円 

 

 

病院事業会計（１号補正）                                                                    

病院事業会計の補正予算（第１号）では、新型コロナウイルス感染症の診療に必要

な医療機器の購入などを行います。 

 

【収益的収入及び支出】                       単位：千円 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

収入 １２，２６７，６３７ ＋５１，９００ １２，３１９，５３７ 

支出 １２，８３０，４５１ ＋１０，９４５ １２，８４１，３９６ 

 

【資本的収入及び支出】                       単位：千円 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

収入 ５９０，１５０ ＋１５８，３４１ ７４８，４９１ 

支出 １，２９３，０１９ ＋１５８，３４１ １，４５１，３６０ 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ：財政課 ☎０４６－２６０－５３２３へ 


